
２００８年６月  第４１号 

 
 

 

株式会社船井財産コンサルタンツ高松 

TEL：087-834-0122 FAX：087-862-0988 ＵＲＬ：http://www.funai-t.co.jp/ 

  バブル崩壊から１７年が経ち、不動産は２極化の時代を迎えました。 
日本において資産家の方が所有する資産の 70％以上を不動産が占めるといわれています。その "不動産"が財産でなくな

る可能性(=リスク)を考えられているでしょうか?これからの時代に対応した、「土地」を守るのではなく「資産」を守るための不動

産活用を考えていく必要があります。今回は不動産共同所有システム「アドバンテージクラブ」をご紹介いたします。 

 「アドバンテージクラブ」は共同で物件を購入し、不動産賃

貸で収益を受け取る不動産賃貸システムです。手間いらず

の高利回り不動産投資として、また高効果な相続対策とし

て大変ご好評をいただいております。 
 この機会に是非「アドバンテージクラブ」を新たなポートフ

ォリオに加えてみませんか？ 

 
◆出資金に関して 
・１口 1,000 万円（消費税込み）から出資可能です。 
◆収益分配金に関して 
・年６回の支払いで、この分配金は不動産収入となります。 

予定表面利回り約 6.27％、予定実質利回り約 4.18％ 
※2008 年 6 月発売のアドバンテージクラブ五反田の利回りです。利回りは諸

状況により変動する場合があり、将来に渡って保証されるものではありません。 
◆税金に関して 

アドバンテージクラブは不動産の共同所有。そのため、

税金面でも不動産を直接所有する場合と同じ課税関係とな

り、相続税法上の優遇措置も適用されます。 
 賃料収入・・・・・不動産所得 
 売却代金・・・・・譲渡所得 
 相続発生時・・・土地・建物の相続税評価 

・万が一相続が発生した場合、相続発生時には小規模宅

地の評価減の適用を受けることができる場合があります。 
時価に対して約 31.8%の評価減効果（手数料は考慮外） 
※2008 年 6 月発売のアドバンテージクラブ五反田での概算となります。 
◆登記に関して 
 アドバンテージクラブは煩わしい登記手続きが不要です。 
◆賃貸事業に関して 
豊富なノウハウを持つ㈱船井財産コンサルタンツが賃貸事

業の経営監理一切を行います。 
※2008 年 2 月現在の特定共同事業法その他関連法令に基づき制作していま

す。アドバンテージクラブに事業参加される皆様には不動産貸付業社と認定

され、地方税法に基づく事業税が課税される場合があります。詳しくは最寄り

の税務署等にてご確認ください。 
今後、税制改正等が行われた場合には、その限りではありません。 

個人投資家の場合 
アドバンテージクラブ 

（不動産特定共同事業） 

J-REIT 

（日本版不動産投資信託） 

適用法令 不動産特定共同事業法 金融証券取引法 

投資単位 1 口 1,000 万円 
１口数十万円※程度～ 

※銘柄によって異なる 

投資開始 募集時のみ いつでも 

分配金 年６回(不動産所得：総合課税) 決算から 3 ヶ月以内(配当所得：分離課税) 

売却 

譲渡所得（申告分離課税） 

※長期：20%、短期：39% 

流動性：×(中途脱退は原則不可) 

譲渡所得（申告分離課税 20%） 

※平成 20 年末まで優遇税率 10% 

流動性：○(いつでも売却可能） 

相続対策 
◎ 

※土地・建物の相続税評価 

× 

※投資証券の相続税評価 

投資市場の影響 低 高 

優遇税制 

・事業用資産買い替えの特例 

・小規模宅地の評価減 

 などの不動産保有時の優遇税制適用 

・金融証券税制 

譲渡益：軽減税率 10%（～平成 20 年末） 

分配金：軽減税率 10%（～平成 20 年末） 

 上場株式等の譲渡損失の損益通算の特例 

●大好評の「アドバンテージクラブ」とは 

●「アドバンテージクラブ」とＪ－ＲＥＩＴ 


